
１　総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１ 普通会計決算に基づく数値のため、特別会計（公共下水道事業特別会計（４人）、農業集落排水事業特別会計（１人）、国民健康

保険特別会計（５人）、老人保健特別会計（１人）および介護保険特別会計（５人））に係る職員数および給与費は含まれていない。

また、町長・助役・収入役・教育長の給与費等も含まれていない。

　　　２ 「職員手当」には退職手当は含まれていない。

　　　３ 「職員数」は１７年４月１日現在の一般職員数である。

　　　４ 「給与費」および「一人当たりの給与費」について、地方財政状況調査に基づくため一般職員ではない臨時職員の給与等も含ま

れている。そのため、一般職員152人における「給与費」および「一人当たりの給与費」を（ ）書きとした。

　　　５ 「類似団体平均一人当たり一人当たり給与費」とは、人口規模、産業構造が類似している団体の給与費を単純平均したものであ

る。

(3) 特記事項
○１７年度から管理職手当の支給率抑制を行っている（支給率：１０～１２％→５～６％）。
○１８年度は収入役を空席としている。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

（５）給与改定の状況
益子町では、人事委員会を設置していないため記載事項なし。

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費

958,752

22.0

区分

1,472,684

(613,778)

6,696,796

（参考）
１６年度の人件費率

１７年度

区分

21.4

人件費率
Ｂ／Ａ

歳出額（Ａ） 実質収支

別紙

益子町の給与・定員管理等について

人件費（Ｂ）
住民基本台帳人口

（１７年度末）

172,14825,448

計（Ｂ）期末・勤勉手当
職員数（Ａ）

給　　　　　与　　　　　費

6,308

一人当たり
給与費　Ｂ／Ａ

74,172

職員手当給　 料

250,302634,278
6,089152

１７年度

(62,879) (247,405) (924,062) (6,079)

(H13)
99.7

(H13)
97.3 (H13)

96.1
(H18)
93.5

(H18)
94.2

(H18)
98.5

80

85

90

95

100

105

益子町 類似団体平均 全国町村平均

（例）



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１８年４月１日現在）
　　　①一般行政職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

②税務職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円

③看護・保健職

歳 円 円 円
　　　 歳 円 円 円

歳 円 円
歳 円 円 円

④技能労務職

歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円 円
歳 円 円
歳 円 円 円
歳 円

（注）１ 「平均給料月額」とは、１８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの４月に支給されたすべての諸手

当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　３ 「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないこ

とから、比較のため国家公務員と同じベース（給料＋扶養手当＋住居手当＋管理職手当。なお、益子町では支給していない地

域手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特地勤務手当および初任給調整手当も加算の対象となっている)で再計算したものである。

　　　４ 薬剤師・医療技術職（管理栄養士）及びその他の教育職に属する職員については、県、国および類似団体のデータがないため

掲載を割愛した。

（2) 職員の初任給の状況（１８年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円
円 円
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（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１８年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

（注）１ 近似のデータがない場合は空白となっている。

　　　２ 一般行政職（高校卒）において、「経験年数１０年」の職員は経験年数１２年の職員データを、「経験年数１５年」の職員は経験年数

１４年の職員データを、「経験年数２０年」の職員は経験年数１８年の職員データとなっている。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（１８年４月１日現在）

（注）１ 益子町一般職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による、地方公務員実態調査でいうところの一般行政職員のみの

職員数である。

　　　２ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注） 平成１８年度より８級制から６級制に変更している（旧給料表の１級および２級、ならびに４級及び５級をそれぞれ統合）。

％

８級

％
12.8

13.5
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（2) 昇給期間短縮の状況
　

職員数（全職種） Ａ 人 人

短縮して昇給した職員数 Ｂ
比率 Ｂ／Ａ ％ ％

４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円
（１７年度支給割合） （１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　　５～１５％ ・役職加算　　　５～２０％ ・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　　　１５～２５％ ・管理職加算　　　１０～２５％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（１８年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（２～２０％加算） 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）
（退職時特別昇給　なし）

千円 千円
（注） 「退職手当の１人当たり平均支給額」は、１７年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当
益子町では、地域手当の支給対象地域ではないため支給実績なし。

 (4) 特殊勤務手当（１８年４月１日現在）
千円
　円
　％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

168

21 人

１６年度

０．７５

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国

０．７５ １．６

23.50

12.5 18.7

１．４５ ３．０

1,848

１．４５

１人当たり平均支給額（１７年度）

区　　分

41.34

１．６
３．０

59.28

30.55

59.28

23.50
33.50
47.50
59.28

町税の賦課および徴収に関
する事務に従事した職員
（現在は、支給を凍結中）

行旅病等死体収容に従事し
た職員

感染症の患者に対する医療
に関する法律に規定する作
業に従事した職員

左記職員に対する支給単価

日額　１，０００円

１体　３，０００円

１月　１，５００円

主な支給対象業務

死体収容業務

人32

１．４５
０．７５

税務事務

普通昇給期間（１２～２４月）を

33.50
47.50

益子町

益子町
１人当たり平均支給額（１７年度）

59.28

1,598

３．０

41.34

１．６

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）
支給実績（１７年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１７年度）

21,709

感染症の予防業務

3

30.55

59.28

手当の名称

86

手当の種類（手当数）
主な支給対象職員

１人当たり平均支給額

国

栃木県

１７年度
171

―

支給実績なし



 (5) 時間外勤務手当

支給実績 千円 千円
職員１人当たり平均支給年額 千円 千円

（6) その他の手当（１８年４月１日現在）

○配偶者が扶養親族である場合 円

○配偶者が扶養親族でない場合

○配偶者がいない場合

○加算措置

円

○借家の場合

円

円

円

円

（注） 管理職員特別勤務手当については、１７年度の支給実績なし。

千円

20,051 千円同

千円

千円

千円

千円7,612

同

同

同

10,270

１６年度決算額
18,810

135

支給職員１人当たり

同

11,504

0

国の制度
と異なる

内容

217,946

205,417

69,390

292,777

同

住居手当 ○持ち家の場合
　新築または購入の日から５年を経
　過するまで　2,500円

・家賃23,000円以下
　家賃額－12,000円
・家賃23,000超～55,000円未満
　（家賃額－23,000円）×1/2
　＋11,000円
・家賃55,000円以上
　27,000円

日直手当

管理職手当

管理職員
特別勤務手当

扶養手当

　１人目　6,500円
　２人目　6,000円
　３人目以降　5,000円

通勤距離（片道２㎞以上）区分に応
じ支給　3,000～21,000円　など

　１人目　11,000円
　２人目　6,000円
　３人目以降　5,000円

通勤手当

支給実績
（１７年度決算）

内容及び支給単価

区分

手　当　名 平均支給年額

109

１７年度決算額
15,343

（１７年度決算）

4,930

1,058

0

国の制度
との異同

　満１６歳到達年度の４月から満２２
　歳到達後の３月までの子１人につ
　き、5,000円を加算。

管理職員（課長・課長補佐級）に対
し支給　給料月額×10～12％
（17年度から支給率抑制　5～6％）

　配偶者　13,000円
　２人目まで　6,000円
　３人目以降　5,000円

週休日等における日直勤務に対し
支給　4,200円（年末年始8,400円）

週休日等の緊急必要時等における
勤務に対し支給　5,000～6,000円



５　特別職の報酬等の状況（１８年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

　　（１８年度支給割合）

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×５５０／１００÷１２ 円 任期毎

給料月額×在職月数×３３０／１００÷１２ 円 任期毎

給料月額×在職月数×３１０／１００÷１２ 円 任期毎

（注）１ 特別職における給料および報酬について、１７年４月１日から支給の抑制措置を行っている。給料および報酬の（　）内は、抑制措

置を行う前の条例上の支給金額である。                         

　　　２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当

           の見込額である。                  

６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

区分

部門

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１ 「職員数」は一般職に属する職員数であるため教育長は含まれているが、芳賀中部上水道企業団派遣職員については含まれて

いない。

　　　２ [     ]内は、条例定数の合計である。

　　　３ 「人口1,000人当たりの職員数」の基礎となる人口は、１８年３月３１日現在の住民基本台帳人口（25,448人）である。

6.41

6.63
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13

163
合　　計
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（2)年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

　

（注） この表における職員数は、教育長を除いた一般職員数となっている。

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（注） 「職員数」は一般職に属する職員数であるため教育長は含まれているが、芳賀中部上水道企業団派遣職員については含まれて

いない。②も同じ。

（参考）益子集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

区分

部門

（注）１ 計画期間は、１７年～２１年の５年間である。

　　　２ （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示

す。

　　　４ 「１８年１年目」については実績値、「１９年２年目」以降は目標数値となっている。
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